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介護職員等によるたんの吸弓1等の実施のための制度の在 り方について

中間まとめ (案 )
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職it等にlkる たんυ)吸 り等の実施のためυ)制度υ)イ |:リ ノプに関する検討会

1 はじめに

(_) 介:隻職 it等 に `kる たんグ)吸 り1等 の取扱いについては、介Ii隻 現場におけるニー

ズ等 ()踏 まえ、これまで、粕白iの やむを得ない措置として、イ|:宅・特ウリ|1養 護

者人ホー′、・特);|!支 援学校において、介li隻職 it等がたんの吸り1等 の うちの ・

定の行為を実方Lす ることが ‐
定の要件の ドに運用によつて認められてきた。

しか しなが「,、 こうした運用によるキ
l・ 応 (実質的違法性聞t幻|)については、

そ t)そ t)法イ|ヒ において位置l付 けるべきではないか、グループ'ホ ーヱヽ・イ「料者

人ホーヱ、や障害 #施設等においては対応できていないのではないか、イI:宅 で

1)ホ ームヘルパーυ)業 務として位 rri付 けるべきではないか等の課題が指摘

されている.

こうしたことカゴ)、 |``検
i:、1会 は、介護うと場等において、たんの吸引等が必要

な 者
‐
に対 して、必要なケアをより

′
女全に提供 し、利用者

‐
と介護lttitttυ )双 方

にとって安心できる||:組みとして、介護j股 lt等 によるたんの吸り1等 の実施げ)

ための法 |1川 度や教育 。イツ「修び)イ |:り 方に/う いて検 Ii、 |を 行い、制度σ)イ |:り 方につ

いての基本白くJな 考えノブとその′「|'r・ についてとりまとめた.

また、教了j・ イリ1修や安 全確保措‖
'1の

サt体的内容等については、本イl110サ |か

1,「 l試

`「

||,業
」が実施さノtCいることから、 そυ)んキ果に/)い てli141111と 検漁|:を

′「い、 さらに1資
`i、

1を i■ 〆)る こととしていろt)

〇

(D

2 これまでの経緯

(ごれまでのllit扱 い)

〇 |ズ 出‖i法等の |べ 療の資格に1則 する法律は、免許を持たない者が医行為を行 うこ

とを禁 |llし てお り、たんの吸り1及 び経管栄養は、原サ‖として医行為 (医師の

|ク(学的 1刊 断及び技術を 1)/つ てするのでなければ、人14Nに 危lifを 及ぼ し、又は

危害を及ぼすおそれのある行為)であると整plさ れている。

○ このことを前提 としつつ、現状では、以下のような通知|に より、在宅におけ



る筋婆縮性側索硬化症 (以下 「ALS」 とい う。)患者及びそれ以外の療養

患者 。障害者に対するたんの吸引や特別支援学校における教llに よるたんの

吸引等、特別養護老人ホームにおけるたんの吸引等については、実質的に違

法性が附l去‖されるとの解釈によつて、一定の条件下で容認されてきた。

1)「 AIン S(筋婆縮性側索硬化り11)患者の在 t七療養の支援について」 (i陶茂 15

イ117月 17日 付け医政発第 0717001号・厚生労働省1反政局長通知|)

2)「盲・聾・養護学校におけるたんの吸引等の取扱いについて (協 ノJ依頼 )」

(平成 16イ 1110り 120日 付け医政発第 1020008け 厚 /1:労 働省 |べ 政局長通知|)

3)「在宅におけるALS以 外の療養患者・障害 者
・に対するたんの吸り|の 取扱

いについて」 (｀ 14成 17イ li 3サ 12411(ヽ lけ |だ 政発第 0324006け 厚 /1:労働省 |ク(政

局長通力|)

4)「特別養 i隻 老人ホームにおけるたんの吸引等の取扱いについて」 (｀ 14成 22

イ114り 1111付け医政発 0401γり17写・厚生労働省|ズ政り11長 通力|)

(最近の動き)

○ 「新成長戦略」 (ヽ 14成 22イ 116り 118日 1相議決定)においては、「イく安の解消、

生涯を楽 しむための1矢療・介 :i嵯 サー ビスの基盤強化」 として、「
1欠療・介護

従 1手 者の役割分担を見lriす 」ことを提 :1。 している。

○ また、「規制 。制度改 ||〔 に係る対処ノブ針」 (平成 22イ 116月 1811閣議決定)に

おいては、「
|だ 行為の範い1の |り l確化 (介誰職によるリリ(の吸り|、 |・|ろ う処「rtの

解禁等 )」 として、「|だ 療安全が確保される.kう な ・定の条件 ドで特 );|1養 護老

人ホームの介ittlttltに 実施が許容された|'(行 為を、広く介護施設等において、

一‐定σ),JI識・ 1支 倒けを1参

`等

した′ヽ I護 ltti tに 解禁り
~る

方lrIIで 検 liヽ lづ
~る

。 また、 介

護職ケtが 実施‖「能な行為の拡 大について 1)併せて検討する。 <｀ 14成 22イ F度

中検 liヽ |。 結論、結論を11:次 γj‖1置 >」 とさノしたところであるぃ

○ さらに、「障キiイ
・
制度改由tの推進のためσ)基本的な方向について」 (｀ 14成 22

イ116り12911閣議決定)においては、「たノレ吸り|ゃ経管栄養等の |1常における

|ク

`療
的ケアについて、介助者等による実施ができるようにする方向で検討 し、

平成 2211度 内にその結論をイ||る 。」とされたところである。

○ ノ‖|え て、「介護・看護人材の確保 と7舌り‖について」 (｀ F成 22句 19月 26日 総馴l

指示)に より、「介護人材の活月1の ため、在宅、介護保険施設、学校等にお

いて、介護補iネLI:等 の介誰職 rtが 、たんの吸り|や経管栄養等といった |1常 の

『 医療的ケア』を実施できるよう、法イ

“

備の検討をヽ1・ 急に進めること。」 と

の総理からの指示があつたところである。



(本検 |:、 l会 における検 :卜1)  |
〇 以 Lの ような経緯を踏 まえ、本検 il寸 会は、本年 7り 1か ら検 |卜|を |サ‖始し、本イ

li

8り 1911の 写,41日 1検 |:ヽ l会 までの議論を略まえて、「試行
〕
l「 業」を実施すること

が合意さオし、同年 10サ lか ら、合 ii卜 81ヽ川体の協力をイllて 、介護サ戯lt等 による

たんの吸り1等 の試行
'|「

業が実施されているところである.

Oな お、本年 11'11711の第 5 1ill検「 1ヽ会 においては、「今後の介護人材
・
養成υ)

イ|:り 方に1対 する検 |:ヽl会 」から、「今後養成 される介護福1杓 L lrに は、その本来

業務として、たんの吸り1等 を実施することが求められる」との意見が提 |||さ

れ、こυ)内容 1)踏 まえて、議論を行ったところである。

(1川係審議会の動き)

○ ヤ11会保障審議会介li嵯保険部会は、「介護保険制度の見|ド :し に1用 する意見」 (｀ 14

成 22イ |¬ 1月 3011)に おいて、「今後、さ弓に |ク

`療

ニー ズが高い者がナ|1加す

ると見込まれることや、より安全なケアを実施するため、たんの吸り1等 を介

i隻 絆,1れ ll l:や ・定υ)イリ「修を修 rし た介ittltti t等 が行えるよう、介護保1倹制度の

改 II:と θ「
‐して法イ盗引青をイ「うべきである」としている。

基本的な考え方

(11il,セ σ)イ|:リ ブブ)

〇 介i隻 の1り上場等におけるたんυ)吸 り1等 のニー ズベ)実態を路 まえ、必要な人に必

要なサー ビスを安全かつ速やかに提供することを基本とすべきである.

C)イド:i隻 職 it等 に ,1る たんの吸り1等 については、介I:嵯 サー ビス :|「

業#等の業務と

して実施することができるてkう 位 lri付 け、現了|:の 実質的違法性ド|1却 論にf｀ 14う

介護‖故it等 の不安や法|1勺 なイ(安 定を解消することを |1指す.

(つ そげ)際 、現イ|:σ )実質的違法性圏[去|1論 による運用の ドで行われていることがで

きなくなるなど、不利益な変更が生 じないよう |・ 分に|1己 慮することが必要で

ある。

○ まずは、たんの吸引及び経管栄養を対象として制度化を行 うが、将来的な拡

大の日∫能性 t)視野に入れたイ|:組みとする。ただ し、その際には、1川係者を含

めた議論を経て判断することが必要である。

○ 安全性の確保については、|,(学や医療の傷l点からは 1)ち ろん、利り|1者 の祝点

やネ11会 的な観点から1)納イ等できるイ|:組 `‐
/1に よる ()の とする。

○ 介i嵯職it等に対する教育 。研修の在 り方については、イく特定多数の者を力1象

とする場合と、特定の作を対象 とする場合を|●;1し て取 り扱 うものとする。



後者については、牛、午定の利月l者 ごとに行 う実 l也研修をTl移こした研修体系を設

けるなど|1己慮するものとする。

○ なお、医療提供体‖ilや介護サービスの在 り方、医療 と介 1嵯 の連携、介 i隻職 ll

の処遇改 iキ のイ|:り 方など関連する J千項については、所管の審議会等での議論

が必、要である。

(|ク(1手法制 との 1月係 )

○ 今|lllの 検「 1‐ に当たっては、「
|ズ 行為」に1川 する現行σ)法対1制 。法解釈につい

て、その基本的なるえ方の変更を行 うような議論は、本検 li寸 会の役割を超え

る ()の であり、また、‖∫能な限 り速やかに結論を徹|ひと、要があるとの認識の

下に、本検言1・会の議論においては、メリ↓時点における|夕

`ll「

法制 llυ)1“メ|!を 前提

として1議論を進めることとした。

○ なお、この点については、日腔内 (llll・班1の手前)のたんの吸り|な ど一定σ)子 j

為については、ある不1:度 σ)研修を受ければ、技術的には |ク(白 |:、 看li隻師等でな

くて 1)実施できると考えられることをそ慮 し、こうした 一定の行為について

は 「医行為ではない行為」と整メ|!し た_11で研修を行 うようなイ|:組み とする方

が現実的なのではないか、との意見があつた。

○ 一方、安全ヤLの確保 とい う観点からは、|クt療的なコン トロールの ドに行われ

ることが i■ 要であるほか、 |ク111手 法 |1川 上は、安全性を確保するための教育 。研

修をオ任務付ける必要がある行為を 「
|ク:行 為ではない行為」と幣り|!す ることは

できないのではないかとの意見がル)つ た。

○ こうした状況を路 まえると、現時点において、場1行 の取扱いを変更すること

は困難であるが、今後の課題 として、試行 J「 業1/9検 I証結果等 セ)踏 まえ、対応

を検 ,:ヽ|す る必要がある(,

4 介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度の骨子

(制 度の骨子 )

〇 介i隻職員等によるたんの吸り1等 の実施のためσ)制 度の′日'r‐ は、【月1添】のと

おりであり、この′
H'r‐ を略まえて、「ぶL会補1社 L及び介護福1社 ]i法」など関

連の法令 11グ )位 置付けを整11す ることが′Z、 要である.

○ ^方、新たな資格として位置付けることには、慎 i■ であるべきとの強い反対

i意 見があつた。

○ 現在、一定の条件の下にたんの吸り1等 を実施している者が、新たな制度の下

でも実施できるよう、必要な経i凸措置を設けることが必要である。



【別添】介誰職 ll等 に (1る たんの吸引等の実施のための制度について (′
「卜子)

(医師・看護職 itと の連携等)

○ 介ittltti t等 によるたんの吸引等の実施については、|だ白li。 看i隻職 itと の適りJ

な連携・協働の ドに行われることが必、要である。

○ ただし、たんの吸り1等 の行為の中には、介護礼1れ |:lfや研修を受けた介護職 it

等が実方Lす ることは安全性σ)観点か 喝問題がある 1)の があるとの i意 見があ

つた。

Oこ のだ、1については、実際の介Ii隻 現場等における利用者の状態や利りll者の「rtか

れた環境によつては、介護職 it等 が実施することに適 さない場合 1)ル)る こと

か |)、 実際に介:嵯職 it午卜が実方色|:∫ 能かどうか等について、 あらか じめ医島Fが

判断 し、看護lttl tと のサ[体的な連携の ドに実施することが必要である。

0ま た、|ク(白 li・ 看護職 itと 介i嵯職 !tt等 との適りJな連携・協働のイ|:り 方、安全確

|力t‖ |ドtの 具体的内容については、試行 :li業 グ)結 果等を踏 まえてさらに検 li寸 す

る必要がある。牛、ヤに、力11宅 は施設と異な り、 |ク(療関係 #が川レ‖に少ないこと

等を略 まえ、力1卜宅における|ク(漁「・訪 1用 看護とii/JIIII介 護等との連携・協働につ

いては、積極的に促進されるイ1絲llみがZ、 要である。

○ なお、保健 |,「 について 1)、 必要に応 じ、|べ師・訪 |ハ 1看護とIIJJ‖ 1介護等との連

|りちを支援することが
`Z、

要であるとの意見があった。

(|ク

`療
機 1月 のlli4扱 い)

C)|ク

`療
機 1闘 のllk扱 いについては、今|口 |の 制度化υ)趣旨が、介,i隻現場等における

たんの吸り1等 1/mニ ー ズに対し、看,i隻職 itのみでは |^分なケアが実現できない

とい う1サιttσ )l課題に対力麟した措「
Fiで ぁることか喝、ササi定の看護ltt i tが |1己 ‖11さ

れているなど介 li雀職 itに .た るたんの吸り1等 を不Ji極的に認める必要はないと

び)考 え方に基づき、実地研修を除き、対象外 と位『lt付けたところである。

○ しか しなが応、介護療養メ
111ク(療施設等の |ク(療機関については、|夕(療 1漁 iに おい

てはより安全な場所 と考え喝れることから、対象から除外すべきではないと

の意見があった。

○ これに対 して、|夕(療機関は 「治療の場1であり、患者の状態など()安定 して

いないなど課題 も多いことから、失1象 とすべきではないとの意見があった。

Oこ の|||1題 については、|ズ 療・介護の在 リノプに関する根本的な論点を含むもの

であり、別途、検 l刊 する必要があると考えられ、今後の検「 1ヽ課題 とすること

が適
｀
埼である

`,



教育・研修の在 り方

(教育 。研修カリキュラム等 )

○ 「試行 :if業 」においては、より高い安全性を確保 しつつ、評価・検 l角Eを行 う

とい う観点から、50時間の講義を含む基本研修と実1也研修を行 うこととして

いるところであるが、研修時 |‖ lが 長すぎるのではないか、働きなが島研修を

受講できるような柔1次なイ|:利 lみ とすべきではないか、等の意見があつたとこ

ろであり、これ るの点を含め、教育・イリ1修のIt体的な内容については、今後、

試行 J千 業の紆i果等を踏 まえてさるに1食 ,:1・する必要がある。

○ また、AIン S等の i■ 度障害 考υ)介 i隻や施設、特別支援学校等における教職 it

などについては、利用者とのコミュニケーションなど、利用者と介護l臓 it等

とのllllll別 的な関係性がより|[視 されることから、これ らの特定の利用者ごと

に行 う実地研修を
'i視

した研修体系を設けるなど、教育・り「修 (基本研修及

び実上也研修)υ )体系には複数の類′:性 を設けることとし、その 1[体的内容につ

いても、試行 lli業 の糸li果等を踏まえてさらに検卜|す る必要がある。

6 試行事業の検証

0平 成 22イ |¬ 0月 より、「試行 1'業」が実施されているところであるが、今後、

その結果について検「IFし ていくこととしている.

0今 li:|の 「|||||llま とめ」は現行の|オ 1手 法1刊 の角年釈等を |キ 打提 としつつ、 介i嵯 1戦 rt

等によるたんの吸り1等 の実施のための制度のり:に 本的な骨 r‐ について整llllし

た t)の である.

0今 後、教育・研修カリキュラムの |′ 容ヽ、|ク(師・看護職員と介誰lttlt等 との適

りjな連携・協llllllの在 り方、安全確保措「
1の lt体的内容等のさらに詳細な制度

設計については、「試行 J「 業Jの検副:結果等を踏 まえて、り|き 続き検討する

ことが Z、 要である。



介護職員等によるたんの吸引等の実施のための制度について (骨子 )(案 )

J 全護職員等によるたんの吸引等の実施

○ たんの吸り1等 の実施のために必要な知1識及び技能を身につけた介護職 it等は、

一定の条件の ドに、たんの吸り1等 を行 うことができることとする。

○ 介護職 it等が実施できる行為の範レ‖については、これまで運用により1治
:容 さ

れてきた範り‖をり,ヽ 本として、以 ドの行為とする.

。 たんの吸引 (||‖

`:内

、鼻腔内、気11カ ニュー レ内部 )

* ‖腔内・鼻腔内については、|1川頭の 角〕打までを1限度とする。
。 経41栄 養 (1:lろ う、腸ろう、経鼻経管栄養 )

* キ
:∫

ろう。腸ろうの状態確認、経鼻経管栄養のチューブ挿人状態グ)確 :;懲 は、

看護jttl tが 行 う。

(つ  たんσ)吸 り|のみ、あるいは経管栄養のみ といつたように、実施 口∫能な行為及

び実施υ)た めの研修に複数の灯i夕 11を 設ける(,

〇 まずは、たんの吸り1及 び経管栄養を対象として制度イヒを行 うが、将来的な拡

大の日∫能14i t,視 野に人れた仕利lみ とする。ただ し、その際には、1月係 者を含め

た議論を経てlη断することが ,Z、 要である。

2 たんの吸引等を実施できる介護職員等の範囲

(1)介護福祉士

(D 介護σ):|「 |lll職 である介):隻竹:i判 li lIが 、そυ)業務としてたんの吸り1等 を行 うこと

ができるように し、養成カリキュラユ、に基本研修及び実地研修を含 ll・ たんσ)吸

り1等 に1周 する内容を追加する。

○ この場合、既に介護福れLI:の 資格を取1)し ている静については、一定の追加|

的イリF修 を修 rす ることにより、たんの吸り1等 の行為を行 うことができることと

する.

(2)介護福祉士以外の介護職員等

〇 介護袴11社 |:以外の介護職員等 (訪‖1介 護it等 の介護職 itと し、保育サリ千にあつ

ては保子ド|「 、特ケlll支援学校等にあつては教〕臓ltを 含む.)については、 ・定の条

件 ドでたんの吸引等の行為を行 うことができることとする。具体的には、一定

のrlJl・修を修了 した介護職 it等は、修 J′ した研修の内容に応 じて、一定の条件の



下に、たんの吸引等を行 うことができるものとする。

※ 介護打:i力 L士のみでは現に存在するニーズに対応 しきれないこと、介護福祉

士養成施設の体制整備や新カ リキュラムでの養成に相当の川 |IUを 要すること

に留意。

3 たんの吸引等に関する教育・研修

(1)たんの吸引等に関する教育・研修を行 う機関

○ 既に介護福iれ |:上 の資格を取得 している考や介誰作li社 lf以 外の介護職 tt等 に共|

してたんの吸り1等 に1則 する教育・イリ1修 を行 う機 1月 を特定するとと t)に 、教育・

夕1修の内容ぺ)1旨導を行 う汁等に1則する基準を設定 し、そσ)遵守について指導監

軒を行 うイ|:組みを設ける(,

(2)教育・研修の内容

○ 基本研修及び実地研修 とし、実j也研修については lll能 な限 り施設、在宅等の

現場で行 うものとする。

なお、教育 。研修の機会をナ||ゃす揚ι点から、介i嵯療養′i‖ |べ 療施設や i■り11心身

障111児 施設など|ズ 療機関としての位‖lt付 けをイ「する施設であつて 1)、 実地研修

の場 としては,認 めることとするけ

〇 教育・イリ1修の内容や時||ll数 については、介護職 itttσ)既存σ)教育 。研修歴等

を考慮J~る ことができる ()υ,と
―
l~る 。

〇  11記のイリ「修を行 う機 1月 は、受 :障
ノ11の 知l識 ・技能の評伸liを 行い、技能等が認め

られた場合のみ、イツ「修1多 rを 認めることとする。

○ 不特定多数の者を対像とする教育・研修の内容と、特定のイを文|・ 象とする場

合 (AIン S等の il度障害者等υ)介護や施設、特別支援学校等における教職 itな

ど)を区)jllし 、後者は、特定の不1り |1者 ごとに行 う実地研修を itり1し た研修体系

とするなど、教育・研修 (基 本研修 。実地イツ「修)σ)体系には複数の類りilを 設け

る。

○ 教子ド・研修のlt体的内容 (||キ問数、カ リキュラム等)については、現在、行

われている 「試行 1千 業」の結果等を略まえてさらに検「 1・する。

4 たんの吸引等の実施の条件

○ 介護の現場等において、一定のニーズはあるが、 Fi‐ 護職itだ けでは十分なケ



アができない施設、在宅等として、医白F。 看ti嵯職 llと 介護職員等の適り]な連携・

協働が確保されていることを条件とする。特に、リユ1宅は施設と夕i:な り、医療関

係什が川レJに少ないこと等を踏 まえ、居宅における医師・訪 1出」看 i隻 と訪 1呂]介護

等 との連携・協働については、f責極的に促進 される仕組みが必要で力)る 。

○ 介 i嵯職it等にたんの吸引等を行わせることができる (Dの として、一定の基4t

を満たす施設、 ll千 粕 J「 等を特定する。

<対象となる方LI没、 '|「 業,,i等 の1//11>

。 介誰関係施設 (特別養護者人ホーム、老人保健施設、グループ
'ガ ―ヽム、有

料老人ホーム、通ナリi介護、短期人,,「 生活介護等 )

・ 障tii許支援施設等 (通所施設及びケアホーム等)

・ 在
′
色 (訪 |||1介 i嵯 、 l[度 l訪 ||‖ 介護 (移動中や外出先を含む)等 )

・ 1、午ク川支援学校

〇 |ク(療機 1闘 υ)1収扱いについては、|夕i定の看護Itti tが li己 lriさ れているなど介Ii隻職

lt等によるたんの吸引等をfri極的に認めひ必要がないことから、対像外 とする.

※ なお、この|||1題 については、 |ク(療・介護のイ|:り 方に1期する根本的な論点を

含む ()の であり、男1途、検 ::ヽ |す る必要があると考えられ、今後の検「、鰍 題 と

することが適
｀
1で ル)る .

0 介Ii隻職 it等 がたんの吸り1等 を行 う 11での安全確保に関する基準を設け、|ク(

師・看護職員と介 i雙職 it等の連携・協働の確保等、りlに 準の遵守について指導 lri

l挙 のイ|:組みを設ける。

〇 |ク

`削

i。 看Ii嵯職 itと 介護職 it等 とσ)具体的な連携内容や安全確保IJWiの りt体的

内容については、現在行われている「試行
:|「

業Jの結果等を略まえてさらに検

li寸 司
~ろ

r,

5 制度の実施時期等

〇 介l護イカt険制り支等σ)'と |11[し の||り切も踏まえ、 1ヽ4成 24イ |:度 υ)実施を||1旨す。た

だし、介護打I社 lfの位置付けについては、介::嵯 福1れ|:L養成課程の体制イ

“

側iや新

カリキュラノ、での養成期1綺l等 を踏まえた実施時期とする。

○ 現イ!:、 一定の条件の ドにたんの吸り1等 を実施している者が、新たな請1度 の ド

でも実施できるよう、Z、 要な経j働措置を設ける。




